
目

次

告

示

○
准
看
護
師
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
指

定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
主

と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
の

変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
四

公

告

○
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
四

○
ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入

札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

平
成
三
十
年
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
三
十
年
二
月
七
日
（
水
）

２

場
所

青
森
市
大
字
横
内
字
神
田
一
二

青
森
中
央
学
院
大
学

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
四
日
（
月
）
か
ら
同
月
八
日
（
金
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合

は
、
同
月
八
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
県
内
各
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
保
健
総
室
、
青
森
県
健
康
福
祉
部

医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
医
務
指
導
グ
ル
ー
プ
（
電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
九
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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第
四
千
三
百
六
十
八
号

平
成
二
十
九
年

十
月
二
十
七
日

（
金
曜
日
）



指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指
定
辞
退

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

蛯
名

義
仁
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

病
理
科

平
成
二九･
九･三〇

難
病
指
定

医

長
澤

沙
織
国
民
健
康
保

険
南
部
町
医

療
セ
ン
タ
ー
三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
白

山
八
七
の
一

内
科

〃

難
病
指
定

医

長
澤

仁
嗣
八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
大
字
田
向

字
毘
沙
門
平
一

消
化
器
科

〃

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
健
生

病
院

弘
前
市
大
字
野
田
二
丁
目
二
の
一

平
成
二九･
九･三〇

津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
健
生

ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
野
田
二
丁
目
二
の
一

〃

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
健
生
病

院

弘
前
市
大
字
扇
町
二
丁
目
二
の
二

平
成
二九･一〇･
一

津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
健
生
ク

リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
扇
町
二
丁
目
二
の
一
二

〃

フ
ァ
ル
マ
弘
前
薬
局

弘
前
市
大
字
扇
町
二
丁
目
二
の
一
〇

〃

ベ
イ
薬
局
中
央
店

五
所
川
原
市
中
央
五
丁
目
一
一
九
の
二

〃

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
二
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

ね
ん
り
ん
訪
問
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

八
戸
市
小
中
野
一
丁
目
四
の
五
四

平
成
二九･一〇･一一

変
更
後

八
戸
市
小
中
野
一
丁
目
四
の
五
二

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を
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行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分
指
定
医

の
区
分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

名

称
所

在

地

変
更
前

難
病
指

定
医

岡
野

奈
穂

子

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

平
成
二九･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前

難
病
指

定
医

伊
藤

真
弘
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

外
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前

難
病
指

定
医

太
田

正
文
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

救
急
科
、

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前

難
病
指

定
医

加
藤

直
樹
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前

難
病
指

定
医

齋
藤

美
貴
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

産
婦
人
科
〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前

難
病
指

定
医

佐
藤

衆
一
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

外
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前

難
病
指

定
医

鈴
木

珠
敏
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

相
馬

裕

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

整
形
外
科
〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

髙

僖
晙

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

精
神
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

竹
内

一
仁
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

千
葉

大
輔
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

鳥
谷
部

陽

一
郞

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

救
急
科
、

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

宮
本

誠
一
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

神
経
内

科
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科
〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

安
田

肇

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科
、
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

宮
原

圭
佑
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二
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変
更
前
難
病
指

定
医

阿
部

慎
一
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

境

剛
志

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

外
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

石
田

晋
吾
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

那
須

智
彦
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

整
形
外
科
〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

変
更
前
難
病
指

定
医

青
山

貞
利
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
ク
リ

ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
一
二

変
更
前
難
病
指

定
医

飯
田

寿
徳
津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
ク
リ

ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

〃

変
更
後

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
一
二

変
更
前

難
病
指

定
医

吉
川

圭

一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
む

つ
総
合
病
院
む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

整
形
外
科
〃

変
更
後

青
森
県
立
あ

す
な
ろ
療
育

福
祉
セ
ン

タ
ー
診
療
部
青
森
市
大
字
石
江

字
江
渡
一
〇
一

変
更
前
難
病
指

定
医

吉
川

孔
明

一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
む

つ
総
合
病
院
む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

整
形
外
科
〃

変
更
後

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

変
更
前

難
病
指

定
医

澤
野

武
行

一
部
事
務
組

合
下
北
医
療

セ
ン
タ
ー
む

つ
総
合
病
院
む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

外
科

〃

変
更
後

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、

青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

弘
前
市
大
字
上
白
銀
町
一
の
一

弘
前
市
職
員
組
合

二

変
更
内
容

１

変
更
前

弘
前
市
大
字
茂
森
町
四
〇
の
一

２

変
更
後

弘
前
市
大
字
上
白
銀
町
一
の
一

公

告

地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
青
森
林

計
画
区
に
係
る
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
十
年
間
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
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す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事

に
、
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
場
所

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
、
中
南
地
域
県
民
局

地
域
農
林
水
産
部
、
三
八
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
、
西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産

部
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
及
び
下
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
（
以
下
「
購
入
物
品
」
と
い
う
。
）
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る

性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

八
百
二
十
七
台

二

納
入
期
限

平
成
三
十
年
三
月
九
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資

格
）
の
一
の
規
定
に
よ
り
入
札
の
日
ま
で
に
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領
（
平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開

札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
指

名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
既
に

知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５

購
入
物
品
又
は
こ
れ
と
同
一
の
種
類
の
物
品
に
つ
い
て
納
入
実
績
等
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し

た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
時
期
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
平
成
二
十
九
年
十

一
月
二
十
一
日
ま
で
に
青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

㈠
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
物
品
調
達
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
〇
九
八

４

提
出
部
数

二
部

六

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課
物
品
調
達
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
〇
九
八

七

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
二
十
九
年
十
二
月
七
日
（
時
間
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
）

２

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
南
棟
三
階

会
計
管
理
課
入
札
室

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三

月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

落
札
者
の
決
定
方
法

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

さ
れ
た
製
品
に
係
る
入
札
書
に
よ
り
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て

有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十
一

契
約
の
締
結

１

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
契
約
を
締
結
す
る
。

２

落
札
の
決
定
後
、
当
該
入
札
に
係
る
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
落
札
者
が
四

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

十
二

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
（
た
だ
し
、
第
四
条
第
八
項
及
び
第
六
条
（
Ｂ
）

を
除
く
。
）
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
八
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
八
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚

偽
の
事
実
の
記
載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と

す
る
。

３

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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